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第２４０号 
～20周年記念号～ 

 秋の気配を身近に感じる季節になりました。時には30度

越えで熱中症対策にあけくれた真夏日の余熱の残る10月で

す。“光陰矢の如し”で10月16日は鹿児島ビルで開業して

42年になります。そして、下荒田で税理士事務所を開いた

のは平成11年4月でした。美恵野所長が鹿児島で仕事を始

めた年に重なります。事務所通信第1号を発行したのが平

成11年11月で、それから20年、号を重ねて今月号は240号

になりました。事務所では、編集委員が毎月紙面づくりに

はげんでいます。「読んでいます」の読者の皆様に励まさ

れながら号を重ねてきました。20年前の初心に帰り“愿点

回帰”の想いを職員と共有してまいります。 

 第4次安倍内閣が発足して、自民党新役員が決まりまし

た。政権の安定を重視した安倍首相の意向がうかがえる陣

容です。新入閣は安倍内閣で過去最多となる13人に上りま

した。小泉進次郎元復興政務官の環境相起用は、今回の目

玉人事の一つでした。抜群の知名度を誇る小泉氏を入閣さ

せることで、政策を前に推し進めたい狙いが透けてみえる

改造内閣発足となりました。 

 日産自動車は9月9日、西川広人社長が16日付で辞任する

と発表しました。電撃的な辞任の背景には、社外取締役が

過半数を占める取締役が即時の辞任を要請したといわれま

す。負の連鎖を断ち切るには、即時辞任が望ましいという

意見が支配的でした。昨年11月にゴーン前会長が逮捕され

ると一転して、前体制との決別を強調して西川氏は変節し

ました。直前まで中枢で支えた人物が、体制転換を主導す

ることに無理がありました。加えて自らも株価連動型報酬

で4700万円を不正に上乗せした金額を受け取っていたこと

が、不信を決定づけました。日産は経営不振の中で、大幅

な人員削減のリストラを計画していて、経営中枢の混乱が

続くようでは社内外の求心力の回復は容易ではなく、西川

社長の退陣は当然のこととして受けとめられています。 

 安倍首相が2度先送りした消費税の税率引き上げが5年半

ぶりに行われ、10月1日から標準税率が10％になりまし

た。合わせて低所得者対策や景気の落ち込み対策として軽

減税率制度やポイント還元制度などを導入したのです。消

費税8％の最終日となった9月30日、列島各地は慌ただしい 

一日となりました。消費者はお得な買い物に走り、お店は

値札の掛け替えの準備に大いそがしです。洗剤やトイレッ

トペーパーのまとめ買いに行列ができました。軽減税率、

キャッシュレス決済、ポイント還元、プレミアム商品券な

ど増税に合わせて導入された救済策には、複雑すぎて戸惑

いが見られました。 

 “ラグビーが面白い”と日本列島は、31人の桜戦士の活

躍に俄ファンが魅力に取りつかれています。ロシアとの開

幕戦に勝利、優勝候補の過去9戦全敗のアイルランドに奇

跡の勝利して日本国中を歓喜の渦に巻き込みました。大会

期間が44日と長いため長期滞在する観光客が多く、経済波

及効果は4372億円と試算されました。8強入りが目標の日

本は、サモアとの肉弾戦を制してあと一歩です。 

 一発勝負で大きな注目を集めたマラソングランドチャン

ピオンシップ（MGP）で男女2人ずつの日本代表が決まりま

した。男子で大本命に目されていた日本記録保持者の大迫

傑は、代表内定の2位に5秒及ばず3位でした。今後の3大会

での結果次第で代表を逃すかもしれない厳しい立場に立た

されました。本番まで10か月に迫った東京五輪の出場選手

選考が佳境に入っています。鹿児島縁の選手たちも代表切

符を目指して凌を削っていて切符を手に世界の舞台での活

躍を期待して応援しています。  （令和元年10月吉日） 

※愿点の“愿”という字には「つつしむ」や「ほんとうの心」という意味があります。 

Page 1 

240 号 



税務カレンダー 
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８月決算会社申告書提出 2019 10

９月決算会社申告書提出 2019 11

１０月１０日まで 

 ・源泉所得税の納付 

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

１０月１５日まで 

 ・特別農業所得者への 

   予定納税基準額等の通知 

   
１０月３１日まで 

・８月決算法人の確定申告 

・２月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告 

  １１月決算法人  第３四半期分 

   ２月決算法人  第２四半期分  

   ５月決算法人  第１四半期分 

・２・５・８・１１月決算法人・個人事業者の 

 ３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が４，８００万円超の 

 ７月、８月決算法人を除く法人・個人事業者の 

 １月ごとの中間申告 

  

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 11/1 11/2 

体育の日 

・９月決算法人の確定申告 

・３月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告 

  １２月決算法人  第３四半期分 

   ３月決算法人  第２四半期分  

   ６月決算法人  第１四半期分 

・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者の３月ごと 

 の期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額が４，８００万円超の８月、９月決算 

 法人を除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告 

・所得税の予定納税額の納付（第２期分） 

・特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付 

１１月３０日まで １１月１０日まで 

 ・源泉所得税の納付 

 ・住民税の特別徴収税額の納付 

  １１月１５日まで 

    ・所得税の予定納税額の 

       減額申請 

１１月中において 

   市町村の条例で定める日 

・個人事業税の納付（第２期分） 

１０月中において 

   市町村の条例で定める日 

・個人の道府県民税および 

   市町村民税の第３期分の納付 



２０１９年１０月の経理・税務チェックリスト 240 号 
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業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ 税務当局は７月から新しい事務年度に入り、秋口から税務調査が本格化するため、１０月は１年の中でも調査 

 が多い時期になります。いつ税務調査を受けても対応ができるように、資料などをきちんと準備しておきま 

 しょう。 

税務調査への対応 

□ 今月より、地域別最低賃金額が変わります。各都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、 

 金額および発効年月日を確認しておきましょう。１０月３日からの鹿児島県の地域別最低賃金は７９０円です 

 （特定最低賃金は除きます）。 

最低賃金額の変更 

□ 年末にかけては、賞与資金等のほかに様々な諸経費も増える時期です。資金繰りを再度確認し、下期の資金 

 計画を立てましょう。売掛金の改修促進や在庫などの管理を確認して、買掛金の支払いなどの遅延が発生し 

 ないようにしましょう。 

年末にかけての資金繰り計画 

３月決算法人の中間申告の準備 

□ ３月決算で中間申告が必要な法人は、１１月の決算応当日までに中間申告と納税を行います。 

□ 定時決定により、9月から改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料控除を翌月に 

 行っている場合、１０月から控除することになります。 

社会保険料の定時決定の反映 

 

おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

 ：   スタジアム巡り 

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめの 

スポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

 今月の担当：経営支援部 藤田 信夫 

 生来の運動音痴でやるスポーツはからっきしです

が、その分スポーツを観戦するのは好きです。テレ

ビ等では広く浅く何でも見るほうですが、実際に見

に行くのは野球が多いです。 

プロ野球はご存じの通りフランチャイズ制で、12

の本拠地球場があります。私が行ったことがあるの

が福岡ドーム、今は無き広島市民球場、神宮球場で

すが雰囲気が異なっていて、同じスポーツを見てい

るのに全く違う楽しみ方があります。神宮球場は鴨

池球場より狭くグラウンドが近く感じられました

し、広島市民球場は鴨池球場より年季を感じる場所

でした。 

いつかは12球場全部で試合を観戦したいと考えて

ます。まずは横浜スタジアムとか甲子園、東京ドー

ムとか行ってみたいです。 

あと、今ラグビーのワールドカップが盛り上がっ

ていますね。 白波スタジアム（鹿児島県立陸上競技場）鹿児島県ＨＰより 

 

残念ながら鹿児島ではワールドカップの試合はあ

りませんが、年に1～2回トップリーグの試合が白波

スタジアムで行われています。生で見ると迫力が違

いますので興味がありましたら観戦をお勧めしま

す。あと前座で鹿児島のチームの試合（キュウシュ

ウトップリーグ）があったり、選手のご家族が最前

列で応援していたりと微笑ましい光景もあるのも地

元スタジアム観戦ならではです。 



会計・税務のＱ＆Ａ！ 

★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『 キャッシュレス・消費者還元事業ってどんな制度？ 』 

 2019年10月１日からの消費税増税に伴い、キャッシュレス決済にて代金を支払った場合に消費者に 

最大5％が還元されるキャッシュレス・消費者還元事業が開始しました。 

 キャッシュレス・消費者還元事業の概要を消費者の観点からご紹介します。 

キャッシュレス・消費者還元事業とは…？ 
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対象店舗においてキャッシュレス手段でお支払いをした場合 

～対象店舗で11,000円（税込価格）のお買い物をした場合のポイント還元～ 
      ※ 原則、税込価格にポイント還元されます。 

       一部の決済手段では、税抜価格に対してポイント還元される場合もありますので、事前にご確認ください。 

２％還元となるお店の場合 ～フランチャイズチェーン店舗、ガソリンスタンド 

５％還元となるお店の場合 ～中小・小規模事業の店舗 

11,000円の5％ → 550円分のポイント還元 

11,000円の2％ → ２２0円分のポイント還元 

 キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日から2020年6月末までの9ヶ月間に限り、消費者が

ポイント還元の対象店舗において、登録されたキャッシュレス決済(※)でお支払いをすると、最大5％のポイ

ント還元(※)を受けられる制度です。 
（※還元対象のキャッシュレス手段は店舗によって異なります。） 

（※ポイント還元の方法は、キャッシュレス決済手段ごとに異なりますので各決済事業者にお問い合わせください。） 

     

 このマークのある店舗がキャッシュレス・消費者還元事業のポイント還元の対象店舗です。 

小売・飲食・サービスなどの一般の中小店舗では5％、フランチャイズチェーンやガソリンスタ 

ンドでは2％の還元を受けることができます。ＥＣサイト上の中小店舗も対象です。 

消費者 

中小・小規模 

事業者等 

キャッシュレス 

  決済事業者 

キャッシュレス支払い 

商品 
ポイント還元 

最大5％還元！ 

・店舗の募集 

・キャッシュレス決済手段の提供 

登録 

消費者へのポイント還元の流れ 
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ポイント還元を受けるためには…？ 

クレジットカード スマートフォン 

デビットカード 電子マネー／プリペイドカード 

 様々な会社が独自に発行している電子的な

お金で、主にスーパー、コンビニ、改札機で

タッチしてお金を払える。 

 ICカードやスマホにお金をチャージして利

用するものが主流。 

 お買い物や食事代のお支払いで提示する

と、代金が銀行の口座から即時に引き落とさ

れるカード。 

 口座に入っている額（残高)＝限度額なので

使いすぎてしまう心配がない。 

 お店などでのお買い物に使うとその場で現

金を支払うことなく商品やサービスを受け取

ることができ、後でお金の請求が来る(後払

い)カード。 

 代金の請求は一括で支払うか、分割払いや

ボーナス払い等がある。 

 スマホにクレジットカード、電子マネー、

銀行口座などを登録し、お店などでお金を払

うときに使える。 

 例えば、スマホをタッチする、あるいは

バーコードやQRコードを使って支払うことが

できる。 

１． キャッシュレス手段はお持ちですか？ 主なキャッシュレス手段 

ホームページやアプリで探す！ 

ホームページの検索ページや専用のアプリでポイント還元の対象店舗の検索ができます！ 
※ 経済産業省のホームページでは、キャッシュレス・ポイント還元事業について、対象店舗を検索するための地図アプリ

およびホームページ上の地図機能を公表しています。 地図アプリは、「ポイント還元の公式アプリ」からダウンロードし

てください。 ホームページ上の地図機能は、「使えるお店を探す」を確認ください。 

ポイント還元対象店舗検索アプリ ウェブ上の地図機能 

３．対象となるキャッシュレス決済サービスを探しましょう！ 

ご自身が持っているキャッシュレス決済サービスが対象か確認！ 

 キャッシュレス・ポイント還元事業では、クレジット、デビットカード、電子マネー（プリペイド）、ＱＲ

コードなど、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段が広く対象となります。具体的な対象決済

手段は、経済産業省ＨＰでご確認いただくか、決済事業者へお問い合わせください。 

２． ポイント還元の対象店舗を探しましょう！ 

 ポイント還元の対象店舗は、このポスターやステッカーが目印です！店外（窓やドア）、店内（レジ回り）を

探してみましょう！ポイント還元率や還元対象となるキャッシュレス決済手段は、お店によって異なります。 

店頭で探す！ 

ポスター ステッカー 

還元率 
（5％または2％） 

還元対象の 

決済手段 
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メールマガジン配信！ 

 事務所通信は、紙面だけでなく、税理士法人 上川路会計のホームページ上でも閲覧可能です！ 

 また、メールマガジンの配信も行っています。メールマガジンでは、事務所通信の配信に加え、様々な情報の配信を行って

います。メールマガジンのご登録は、当社のホームページから可能です。ぜひ、ご登録ください！！ 

 当社ホームページアドレス http://kamikawaji-kaikei.com/ 

 平成11年（1999年）11月に上川路会計事務所通信第1号が発行されました！ 

 第1号の中身を読んでみると、2000年問題が取り上げられていました。奥行きのあるパソコンやフロッピー

ディスクのイラスト…なかなかに時代を感じます。 

 20年前には現在のような複合機はなく、会報などを印刷する際にはリソグラフという印刷機（プリントゴッ

コの法人向け用印刷機）を使用していたそうです。現在と比べると印刷するだけでも非常に手間のかかる作業

だったようです。そこで、事務所通信の印刷作業のためもあり、当時はまだ一般の事業所には普及していな

かったカラーコピー機を導入したそうです。 

 事務所通信は、発行当初から毎月広報委員会のメンバーが手作りで作成しています。 

 会計・税務に関する情報はもちろんですが、今後も時事問題や研修会のお知らせ、事務所の行事、お客様の

新規開業などの情報をお届けしていきます。これからもよろしくお願いいたします。 

                                           編集委員会 

 平成11年11月、事務所通信第一号を発行しました。私が上川路会計事務所に入所してから約1年、検討を

重ねてようやく発行にこぎつけました。その時から構成、レイアウトは20年間大きくは変わっていません。 

 「つい先日終わったと思ったらまた事務所通信の準備…一か月は早いなあ」と思っているうちに1年たち、 

2年たちいつの間にかの20年。忙しいときにも編集・印刷・発送作業を担ってくれた歴代の広報委員たち、

毎月お目通しくださった読者の皆様に心から感謝します。 

 これからも事務所とお客様をつなぐ架け橋として発行してまいります。ご要望、ご感想などお寄せいただ

ければ嬉しく思います。 

 ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 

                                       上川路 美恵野 

～ 事務所通信 20歳になりました ～ 
20周年記念特集コラム 

記念すべき事務所通信第1号です！読んだことのある方はいらっしゃいますか！？ 

下荒田に移転したばかりの頃です 1号発行は1999年でした 記念写真、みんな若いです 



 税理士法人 上川路会計では、関与先様の永続的な発展を願い、「事業保険」の指導、相談を行うために 

保険会社と ＜代理店契約＞ ＜パートナー契約＞を締結しています。 

日本生命保険相互会社 エヌエヌ生命保険株式会社 

大同生命保険株式会社 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

損保ジャパン日本興亜 

企業防衛対策のおすすめ 

「法人税基本通達等の一部改正」に伴う【生命保険管理表】作成提案 

 令和元年7月8日より、30数年ぶりの一部改正にあたり関与先様へ周知するべく、当法人は＜経営支援課＞

を中心として全関与先様へ【生命保険管理表】の作成を提案したいと思っています。 

  法人契約の｛事業保険｝は重要な項目が多数あり、十分なチェックと確認が必要です。 

・契約形態（契約者と被保険者との間柄） ・経理処理（損金処理と資産計上） 

・保険期間（主な保険金の期間）     ・保障内容（保障される種類） 

・保険金額（主要な保障の金額）   ・保険料の適正化（過大な保険料） 

 監査担当者が関与先様と協力の上、完全な【生命保険管理表】の作成を目指したいと考えております。 

管理表の作成には、既契約の＜証券コピー＞が必要になりますので関与先様のご協力をお願いする次第で

御座います。 

  医療法人 大進会 

  ～ 企業型保育園 希望ヶ丘第二保育園 

      住宅型有料老人ホーム きぼうのおか ～ 

〒899-5652 

 鹿児島県姶良市平松5132-9 

  TEL 0995-55-1392 

医療法人 大進会 
～ 企業型保育園 希望ヶ丘第二保育園・住宅型有料老人ホーム きぼうのおか ～ 

完成した建物は、企業主導型保育園（病児保育室付き）と住宅型有料老人ホームの複合施設です。 

法人の職員が産休、育休を取得してもその後に復職することができない状況がありました。 

人材こそが企業の宝だと思っておりますので、離職を防ぎ、よい人材を確保するために保育園を建設 

することにしました。 

1階フロアは、仕切りのない広い1スペースとなっており、子供たちが自由にのびのびと生活することが 

できます。2階の老人ホームの入居者様には、子供たちの気配が感じられる施設となっており、一緒に 

参加できる行事もあります。 

子供と高齢者が、おだやかな空間でともに明るく楽しく暮らしていける施設になることを願っています。 

お客様情報 
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 弾む声稲刈りの日を告げ来る     美恵野 

随想 『 ２４０ 』 上川路美恵野 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこ

とがあれば（税）上川路会

計にご相談ください！ 

 また、お知り合いに開業

予定の方がいらっしゃいま

したら是非ご紹介 

ください！！ 
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 編集後記 

編集委員  上川路美恵野  清水  福留  東崎 

 連絡先：税理士法人 上川路会計  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400 

  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
         URL http://

上川路会計   検索 

 10月に入り、夏の暑さが和らぎ、だんだんと秋めいてきました。 

実りの秋、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、…他にもいろいろな秋が

ありますね。 

令和初の秋、今年は新しいことにチャレンジする秋も良いですね♪ 

 残暑厳しい中でも彼岸花が真っ赤に畦道を彩って季節の境目を教えてくれた通り、日に日に夜が 

長くなり秋の到来です。 

 そしてそろそろやってくる肌寒さを感じ始める夜に似合う歌をご紹介します。 

＜八万三千八 三六九三三四七 一八二 四五十三二四六 百四億四六＞ 

 頭をひねってしまいますが、読み解き方のヒントは「語呂合わせ」。 

  山 道は   寒く 寂しな  一つ 家に 夜毎 身にしむ 百夜 置く霜 

  やまみちは さむくさみしな ひとつやに よごとみにしむ ももよおくしも 

  八万三千八 三六九三三四七 一  八二 四五十三二四六 百四 億 四六 

 7月13日の朝日新聞に掲載されていた記事で知りましたが、旧碓氷峠（群馬県と長野県の県境）に

ある『一つ家の歌碑』と呼ばれるものだそうです。 

 数字の読みを言葉にあてはめて表現するのは、かつて電話番号を覚えやすくするための定番の工夫

でした。また、女の子たちがポケットベルで数字を巧みに組み合わせたメッセージを送りあっていた

のを思い出すかたもいるかもしれません。 

 現在、携帯電話の普及により電話番号を覚える必要がほとんどなくなり、ポケットベルもこの9月末

を最後に東京テレメッセージが国内で唯一提供していたポケットベルのサービスを終了して姿を消し

ました。 

 ポケットベルの最盛期は1996年だったそうです。その後携帯電話の普及により衰退していくわけで

すが、そのポケットベルがまだまだ現役で活躍していた1999年11月にこの事務所通信の第一号が発

行されました。今回20周年ということで改めて紙面を見てみると「2000年問題」が取り上げられて

いて、この頃まだ21世紀になっていなかったんだな、と改めて時の流れを実感しました。 

 その頃から比べると情報技術の進展は驚くばかりです。 

 2019年の統計ではスマートフォンの普及率は8割を超えているといいます。さらに、10月以降消費

税の軽減税率制度の導入と併せて始まったキャッシュレスポイント還元の取り組みではスマートフォ

ンを利用した決済も重要な役割を果たしています。 

 会計・税務の業務についても日々進化していてまだ手書きの申告書もちらほら残っていた20年前と

は世紀をまたいでいることもあり、まさに隔世の感があります。 

 私たち会計事務所もお客様の業務の効率化に資するために進化し続けなければと思っていま

す。一方で、決算書という数字をもって経営の状況を語りさらなる発展の指針として活用する手

助けをするという根本は変わりません。 

 冒頭の歌碑の近くには、次のような歌碑もあるといいます。 

  四八八三十 一十八五二十百 万三三千二 五十四六一十八 三千百万四八四 

  世は闇と  人は 言ふとも 正道に   勤しむ人は   道に迷はじ 

 どんなに時代が変わってもこれからも自分の道を着実に一歩一歩進んでまいりたいと 

思います。今後ともご指導のほどよろしくお願い申し上げます。  


